
設立趣意書
2009年6月

リノベーション住宅推進協議会設立準備会



2

本書の内容

ごあいさつ

１． 協議会の設立趣意と概要

２． 協議会が定める優良リノベーションの基準

３． 優良リノベーション住宅Ⅰ型（区分所有マンション専有部）の優良基準

４． 入会のご案内

５． リノベーション住宅推進協議会 設立準備メンバー
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リノベーション住宅推進協議会
設立準備会発起人

山本卓也（株式会社インテリックス）
内山博文（株式会社リビタ）

島原万丈（リクルート住宅総研）

リノベーション住宅推進協議会はじめます

わたしたちが手がけている「リノベーション」は、既存ストックの性能や価値の再生・向上をすることで既存住宅の流通
市場を活性化する特に有効な手法として注目を集めています。

しかし、現実の市場では「リノベーション」はまだ十分に知られていないばかりか、その価値が正当に評価されていると
はいえず、わたしたち事業者にとっては、期待される役割の大きさやわたしたちが注いでいるエネルギーに対して、そ
の事業環境は決して良好なものではありません。

リノベーション事業者を名乗るわたしたちにも課題はあります。リノベーション事業者が掲げる「リノベーション」は、各
社でそれぞれ仕様や定義が違うのだから、仲介業や金融業など他業界からすれば「リノベーションだから」という理由
で特別扱いすることはできませんし、消費者だって安心して「リノベーション住宅」を選べるはずはありません。

わたしたちは、わたしたちの仕事の誠実と価値が正しく評価され、既存住宅がきちんと流通する市場を作りたいと思い、
リノベーションと既存住宅の流通に携わる事業者が集まって協議をはじめることにしました。
一般社団法人「リノベーション住宅推進協議会」を設立します。

誰もが自分らしく自由に、無理せず、安心して住まい選びができる世の中の実現を願って、住まいに関わるこれまでの
業界の枠組みや壁を取り払い、わたしたちは集まりました。ここでは、業種や業態の違いも、大きな会社も小さな会社
も、歴史ある老舗も生まれたての新興会社も分け隔てはありません。「志」だけが、この協議会の求心力です。
「リノベーションで、日本の住まい選びのあり方をかえる」。
この志に共感いただける仲間を日本中から集めて、大きな、大きな流れを作っていきたいと思います。

この指とまれ！
共に協力し合える仲間を大募集します。

ごあいさつ
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５．定義：優良リノベーションの目的１．協議会の設立趣意と概要

リノベーション住宅推進協議会
＜設立趣意と概要＞
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リノベーションビジネスに対する
関係業界や政策の後押しを

獲得する

リノベーション業界が健全に
発展する

リノベーションの認知が進み、
価値が正しく評価されるようにする

一般社団法人

リノベーション住宅推進協議会

１－１．リノベーション住宅推進協議会の全体概要

消費者が安心して既存住宅を選べる市場をつくり、
既存住宅の流通を活性化させる

エンドユーザー
向けアクション

「リノベーション」の品質基準を定め、
“優良な” リノベーション住宅の理解、普及浸透を推進していく

事業者の品質向上
アクション

事業環境整備
アクション

宅建業者宅建業者

リフォーム
業者

リフォーム
業者

建設業者建設業者

設計業者設計業者

設備・建材
業者

設備・建材
業者

金融業者金融業者 検査業者検査業者 メディア
業者

メディア
業者

A.

分譲業者分譲業者

B. C.
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１－２．ビジョンと事業内容

ビジョン

事業内容

目的

リノベーションによる既存ストックの性能や価値の再生・向上によって、住宅を求め

る生活者が、自分の価値観に合わせて、無理なく、自由な住まい選びができる市場をつくる。

その先に結実するストック型社会の到来により、地球環境にやさしく、「真に豊かな」住生

活の実現に寄与する。

本協議会はリノベーションに関する、技術や品質などの標準化、普及浸透の事業などを行うこと

により、安全で快適、かつ多様化するニーズに対応したリノベーション及びリノベーション住宅の

提供を図り、既存住宅の流通活性化に寄与することを目的とする。

リノベーションによる既存住宅流通の活性化を促進するために、

優良なリノベーションの品質基準を定め、これをもとに以下のような事業を行なう。

・ リノベーションに関する技術水準や品質の向上

・ リノベーションに関する普及・広報活動

・ リノベーションに関する情報の収集及び提供

・ リノベーションに関する関係団体等に対する協力、要望、及び提言

・ その他本協議会の目的を達するために必要な事業
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１－３．事業計画案

第１期

エンド
ユーザー
向け
アクション

事業者の

品質向上

アクション

事業環境

整備

アクション

第２期以降

７

★入会〆切

１ ４

A.

B.

C.

★ ★ ★ ★

○「優良リノベーション住宅」品質基準 （８月～今期中）

○ポータルサイトとの連携 （６～１２月）

（第２期以降）

☆リノベ向けローン開発

☆保証・保険の開発

☆政策提言

・集合住宅Ⅱ型、Ⅲ型
・戸建て型

東海・近畿
説明会実施

１０

●技術講習会 ●技術講習会 ●技術講習会 ●技術講習会

プロモーション
委員会

品質基準・
技術委員会

○不動産業界セミナー
（年内／毎年実施）

・エンド向け合同セミナー

○企業合同キャンペーン
（年内／毎年実施）

○「長期優良住宅先導的
モデル事業」提案予定（７月）
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社員総会社員総会

監事監事

事務局事務局

理事会理事会

広報

総務・システム

１－４．協議会の組織体制案

協議会組織イメージ

企業知名度、イメージの向上

広告宣伝、プロモーション

技術力、マーケティング力の向上

各種成果物の共有、使用権利

顧客へのサービス向上

品質基準・技術委員会品質基準・技術委員会

プロモーション委員会プロモーション委員会

協議会の活動成果、メリット
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５．定義：優良リノベーションの目的２．協議会が定める優良リノベーションの基準

協議会が定める
優良リノベーションの基準
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優良リノベーション住宅

５．定義：優良リノベーションの目的

データの蓄積により業務効率化
や保険・政策提案のに役立てる

統一基準を設けることにより、
一定の品質および保証を確保

保証や検査基準の開示により、
既存住宅に対する安心感を提供

２－１．優良リノベーションの全体概要

消費者が安心して既存住宅を選べる市場をつくり、
既存住宅の流通を活性化させる

エンドユーザー
向けアクション

事業者の品質向上
アクション

事業環境整備
アクション

宅建業者宅建業者

リフォーム
業者

リフォーム
業者

建設業者建設業者

設計業者設計業者

設備・建材
業者

設備・建材
業者

金融業者金融業者 検査業者検査業者 メディア
業者

メディア
業者

A.

分譲業者分譲業者

B. C.

技術基準に基づく品質確保と情報開示、保証による、
住まい選びに対する安心
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協議会が定める「優良リノベーション」

建物検査 改修工事 報告
住宅
履歴情報保証

提供価値は、品質確保と情報開示に基づく安心（保証）

検査→工事→報告＋保証＋住宅履歴情報の

一連のフローに則ったリノベーション

２－２．定義：「優良リノベーション」

Photo Image
標準書式

01-0906-0100015
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優良リノベーション住宅

協議会が定める「優良リノベーション」が施された既存住宅

I 型・・・区分所有マンション専有部（検討準備会で設定済み）

II 型・・・区分所有マンション専有部＋共用部にも一定の基準（情報開示など）

III 型・・・１棟まるごと（共用部にも事業者の責任）

IV 型・・・コンバージョン

V 型・・・構造形式等により区分

・対象とする物件種によって以下のように区分。

・今後の事業計画の中で順次定義づけを検討。

集合

住宅

戸建

２－３．定義：「優良リノベーション住宅」

・目的とする性能や品質にしたがって拡張可能

例 ）

Ia型：省エネ指数や健康指数等、居住性能に対する一定規準を満たした優良リノベーション住宅

Ib型：高齢者対応やSI対応等、設計レベルで言って規準を満たした優良リノベーション住宅
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標準書式の
必要事項入力

住宅履歴情報
データベース

設計図書など
添付ファイル

標準書式
01-0906-0100015

エンドユーザー

M01-0906-0100015
種別 発行年月 事業者 物件番号

ID付与

1. 事業者が報告

発行時に事業者へ課金

２－４．「優良リノベーション適合報告書」発行／蓄積フロー

協議会サーバからネット経由で取得／協議会サーバに蓄積

標準書式
01-0906-0100015

3.報告書原紙の発送

4.報告書
の発行
※保証義務

5.登録情報の照会

2.協議会サーバに登録事業者

協議会サーバ
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• 発行の主体本報告書は、事業者の名義で、事業者の責任において発行する
• 協議会の責任

– 協議会は発行責任を負わない
– ユーザー等から協議会へのクレーム申し立てに対しては、事実検証を行った上で、会員への指導、資格停止、
除名などの処分を行なう

• 事実上の標準仕様を目指す

– “優良でない”リノベーションとの差別化を図るための重要なツール

– 不動産広告メディアとの提携・協働を推進し、事実上の標準仕様（デファクトスタンダード）としていく

「優良リノベーション住宅」適合報告書の位置づけ

• ユーザーに対するサービス向上

– 住宅履歴情報として蓄積し、将来のリフォーム時の与件情報、売却時の品質証明などに供する
• 市場の把握

– リノベーション住宅の流通件数、流通物件の傾向など市場の把握

– 保証、保険など外部業界との交渉の際のファクトとする

「優良リノベーション住宅」適合報告書の活用

２－５．標準書式：「優良リノベーション住宅」適合報告書について

（備考）
□検査方法、更新／流用の判断基準に関しては、会として推奨基準を明示

・同等以上の検査品質が担保でき、かつ同等以上の情報公開がされるなら、別の方法でも構わない

□「優良リノベーション住宅」適合報告書には免責条項を盛り込まない

・重要インフラ部について検査・保証ができない物件および工事は、「優良リノベーション」と呼ばない
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「リフォーム」と「リノベーション」と「優良リノベーション」

２－６．定義：優良リノベーションのポジショニング

機能、価値の再生のための改修。
その家での暮らし全体に対処した、

包括的な改修

技術基準に基づく品質確保と情報開示、
保証による、住まい選びに対する安心

リフォーム

リノベーション

優良リノベーション

原状回復のための修繕、営繕
不具合箇所への部分的な対処

既存住宅
全般
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優良リノベーション住宅【Ⅰ型】
＜マンション専有部関する規定＞

３．優良リノベーション住宅Ⅰ型の定義
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1) 会の定める基準による品質（検査→工事）

2) 検査方法、更新／流用の判断基準の開示

3) 更新工事箇所の報告

4) 既存流用箇所の検査結果の報告

5) 保証書（アフターサービス基準書）の発行

１■ 専有部の重要インフラについて、協議会の標準書式

優良リノベーション住宅「適合報告書」

を用いて、以下の情報を顧客へ提供すること

２■ 設計図書の提出

４■ お客様相談窓口を設置

３－１．「優良リノベーション住宅Ⅰ型」の優良基準

I 型 優良基準：区分所有マンション専有部

３■ 重要インフラは、非工事部分も含めて
最低2年のアフターサービス保証

1） 給排水配管
2） 給湯配管
3） 排水管
4） ガス配管
5） 電気配線
6） 分電盤
7） 通信配線
8） 火報設備
9） 下地組

10） 浴室防水

対象とする重要インフラ

※詳細は別紙「検査基準案」参照

①平面図 ②仕上げ表

③配管図 ④配電図 ⑤設備位置図

必須

更新
した場合
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３－２．「優良リノベーション住宅Ⅰ型」適合報告書

Ⅰ型 適合報告書見本
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３－３． 「優良リノベーション住宅Ⅰ型」の検査および情報開示

検査基準および添付書類の概要

▲標準書式：『優良リノベーション住宅Ⅰ型』適合報告書

必須図書：平面図

※専有部の求積が可能であり、工事箇所が明確なもの
※仕様が明確なもの（仕様書、仕上げ表、器具リスト等で補うこと可）
※設備・電気の更新がある場合は配管図・配線図も必須とする

新規更新・既存流用に係らず、検査の結果

適合していることを確認のうえ２年以上の保証を行う

１）給排水配管 水圧試験により漏水がないことを確認
２）給湯配管 通湯試験
３）排水管 オーバーフロー試験
４）ガス配管 ガス漏れ試験（ガス会社空栓検査立会）
５）電気配線 通電・結束状況確認、絶縁・接地抵抗計測
６）分電盤 結線状況確認
７）通信配線 通電・結束状況確認
８）火報設備 設置位置・動作*・有効期限の確認*（*火災警報機のみ）
９）下地組 床・壁・天井下地の不陸・強度・そり
１０）浴室防水 水張り試験
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３－４．検査ガイドブック

検査ガイドブックのイメージ

【１】 はじめに
水圧試験は～

【2】水圧試験の手順
水圧試験は下記手順により行います。
（1） 準備工（2） 充水
（3） 管路の点検（4）水圧試験
（5） 試験結果の判定

【3】水圧試験設備
管路の低い方の末端部に図2に示すよう
な～試験水圧は、水圧を最高試験水圧と
し、過大な水圧をかけてはなりません。

【４】 試験結果の判定
0.75,PAもしくは存在圧力の1.5倍の数値
にて、１時間圧力低下がないことを確認し

ます。

S-1 給排水管の水圧試験

本協議会では、検査方法、基準がわかるガイドブックを作成し、会員および顧客に公開します。
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「安心」と「分かりやすさ」と「実効性」

３－５．優良リノベーションのまとめ

分かりやすい
メディア展開

柔らかい拡張性

実効性

検査費用の負担小

検査規準の明確化

安心
検査項目の開示

保証の義務

安心できないと意味が無い
→消費者目線からみた「大事なこと」

→仕組みの開示、情報の対称性

広がらなければ意味が無い
→政策をはじめとする、様々な世の中動向
との健全な同調

→検査・報告・保証という流れに
不慣れな事業者にも対応可能

知られなければ意味が無い
→メディアを通じ、有益な
メッセージや情報の提供
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３－６．プロモーション：「優良リノベーション住宅Ⅰ型」

記事展開のイメージ

<知らないと損する>シリーズ第１弾
話題の

優良リノベーション住宅を徹底研究！

ここが
ポイント！

検査内容も公開！
詳細を知りたい方は
こちらをクリック！

あなたの中古マンションへの不安、

ここですべて解決しちゃいます！
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５．定義：優良リノベーションの目的４．入会のご案内

リノベーション住宅推進協議会
＜入会のご案内＞
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４－１．協議会の会員構成について

会員構成と各会員

特別会員

賛助会員

正会員
・リノベーションによる既存住宅の流通

に携わる事業者

・協議会の趣旨、ビジョンに賛同し、会と

正会員の事業をサポートする事業者

・正会員化を目指すリノベーション事業者

・宅建業者（仲介）

・建設会社・リフォーム業者・検査会社

・設備機器メーカー ・建材メーカー

・エネルギー会社

・金融関連会社 ・メディア関連会社 など

・宅建業者（買取再販／仲介）

・建設会社・リフォーム業者・設計事務所

・コーディネートサービス業

など

・公的団体・業界団体

・その他非営利組織・研究機関

・建築家・研究者など個人 など

・協議会の趣旨、ビジョンに賛同し、会と

正会員の事業をサポートする団体、個人

「優良リノベーション適合報告書」の発行権限を持つ会員
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４－２．会員規約：正会員

既存ストックの流通段階におけるリノベーション、またはリノベーションされた住宅の流通に関わる事業者

または今後参入予定の事業者

分譲業者、宅建業者、建設・リフォーム業者、設計事務所など業態は問わない会員の資格

①会の目的・趣旨に賛同し、共にビジョンの実現に協力できること

②会の定める基準に則った「優良リノベーション」に対応可能で、誇りと責任をもって「『優良リノベーション住

宅』適合報告書」を発行する事業運営が可能なこと

③（2009年7月1日以降の入会申込より）正会員2社の推薦の後、理事会による承認を経ること入会の条件

会員の義務

①地球環境への配慮やコンプライアンスなど、CSR（企業の社会的責任）を重視した事業運営
②自社が関わる可能な限りの案件に対して、協議会が定める「優良リノベーション」を適用し、その普及・浸透に努

めること

③技術力の向上や品質管理、情報開示に努め、常に顧客満足度の向上を目指すこと

④協議会が主催する技術講習会を受講すること

⑤入会金10万円、年会費10万円（初年度は、5万円）を納めること

正会員



26

４－３．入会フロー：正会員

STEP０ 協議会の目的・趣旨の賛同、入会資格の確認

「リノベーション住宅推進協議会設立趣意書」、「定款」をよくお読みいただき、会の趣旨に賛同いただける

こと、会員規約に適合していることをご確認ください

STEP１ 入会申込み・必要書類のご提出

・入会申込書

・会員規約に対する誓約書

・企業概要（会社案内等）

事務局宛に郵送願います

STEP２ 会員規約適合の確認、入会可否の通知

必要書類の受領後、リノベーション住宅推進協議会設立時役員会で会員規約に定める条件を満たすこと

を確認し、入会の可否をご連絡いたします

STEP３ 入会金、年会費の入金手続

入会金、年会費の入金手続きのご案内をいたします

入金確認後、事務局より正式入会受理を通知、

あわせて、発足イベント、講習会、各部会へのご案内をいたします

STEP４ 適合報告書発行講習会への参加 （正会員のみ）

技術講習、「『優良リノベーション住宅』適合報告書」発行システム使い方講習

配布書類（発行システムID、PW、標準書式発行マニュアル）第一回は7月中旬を予定しています
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４－４．会員規約：賛助会員、特別会員

仲介系 ： 宅建業者

建設系 ： 建設業者、リフォーム業者、設計事務所

メーカー ： 設備機器メーカー、建材メーカー、エネルギー会社

検査系 ： 検査会社

金融系 ： 保険・保証会社、金融機関

メディア系 ： マスコミ、広告代理店、不動産ポータル

など

①協議会のビジョンと目的に賛同し、お互いにWIN-WINの関係
で、協議会と会員をサポートいただけること
②入会金5万円、年会費5万円（初年度は2.5万円）を納めること

想定
プロフィール

入会の条件

地方公共団体（自治体）

業界団体など公的団体

研究機関

建築家、研究者などの個人

賛助会員 特別会員

①協議会のビジョン・目的に共感し、会およ
び会員をサポートいただけること
②入会金・年会費はなし

既存ストックのリノベーション、または既存住宅流通に 関わっ

ている事業者、また、リノベーション事業者と協働する事業者会員の資格 公的団体、非営利組織、研究機関、個人
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４－５．入会フロー：賛助会員

STEP０ 協議会の目的・趣旨の賛同、入会資格の確認

「リノベーション住宅推進協議会設立趣意書」「定款」をよくお読みいただき、会の趣旨に賛同いただけること、

会員規約に適合していることをご確認ください

STEP１ 入会申込み・必要書類のご提出

・入会申込書

・企業概要（会社案内等）

事務局宛に郵送願います

STEP２ 入会金、年会費の入金手続

入会金、年会費の入金手続きのご案内をいたします

入金確認後、事務局より正式入会受理を通知、

あわせて、発足イベント、各部会へのご案内をいたします

STEP３ 適合報告書発行講習会（7月中旬予定）への参加 （正会員＋希望者のみ）

技術講習、「『優良リノベーション住宅』適合報告書」発行システム使い方講習

配布書類（発行システムID、PW、標準書式発行マニュアル）
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４－６．今後のスケジュール

６月１日

08年10月 リノベーション住宅推進協議会・設立準備会発足
第一回目の検討会議

参加企業《第一期》募集開始

入会申込み受付開始

７月２日 設立総会／発足宣言

記者発表

懇親会

標準書式『優良リノベーション住宅Ⅰ型
適合報告書』発行・蓄積システム運用開始

適合報告書発行システム講習会

５月中旬

７月中旬

↓
≪ＩＤナンバー・ＰＷ発行≫

↓

↓

↓

６月５日 入会説明会

５月20日 一般社団法人リノベーション住宅推進協議会 登記

↓

↓

インテリックス、リビタ、リクルート住宅総研を発起人として
以降、計９回の検討協議を重ねる

リクルートメディアにて記事展開開始

・協議会紹介

・参加企業、事例紹介

≪メディア提携予定≫

７月

リノベーション特集物件広告運用開始９月

↓ フリーペーパーとネットで連載予定

６月２５日 第一期募集締め切り

↓




